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2019年度のタイ国経済を促進す

るための税務措置が施行されま

した。 
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2019年度のタイ国経済を促進するための税務措置に

関連する以下の財務省省令が、2019年5月15日に官

報に公布され、法律として施行されました。 

本法の概要は、以下のとおりです。 

PwC Tax Insight (No.16/2019) 
2019年度のタイ国経済を促進するための税務

措置が施行 
Issued Date: 11 June 2019 
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概要 
 

- 財務省省令第344号：国内旅行、ホテル、宿泊およ

びホームステイの費用 

 

個人に対し、2019年4月30日から6月30日までの間に

支払われる国内旅行、ホテル、宿泊、およびホームス

テイの費用について、第二地区に含まれる県の場合に

は2万バーツまで、第一地区に含まれる県の場合には

1万5千バーツまでの所得控除が認められます。第二

地区とその他の地区両方で支出される費用については、

それらの費用を合算の上、合計2万バーツまでの控除

が認められます。 

 

全77県の内55県が第二地区に分類され、第二地区に

は、北部のSukothaiや、東北部のSrisaket、

Mukdaharn、西部のTak、中央部のLopburi、Samut 

Songkram、南部のTrang、Nakorn Srithammaratなど

が含まれます。 

 

- 財務省省令第345号：教育やスポーツに関連する

商品の購入費用 

 

- 財務省省令第346号：OTOP(One Tambon One 

Product)認定商品の購入費用 

 

- 財務省省令第347号：読書を促進するための費用 

 

- 財務省省令第348号：個人の住宅購入費用 

 

個人に対し、2019年4月30日から2019年12月31日ま

での間に購入費用の支払いと所有権の移転登録が完

了する住居用の土地付家屋、またはコンドミニアムユニ

ットの購入費用に対し、20万バーツまでの所得控除が

認められます。 

 

本控除には以下の条件を満たす必要があります。 

 

 不動産の価値は5百万バーツを超えないこと 

 納税者は不動産の所有権の移転登録をした日か

ら、本人の死亡や不可避の理由で不動産が消滅

する場合を除き、最低5年以上は不動産を所有し

なければならない 

 納税者は居住用の不動産を過去に保有していな

いこと 

 

 

 

 

 

 

 

財務省省令第 345号-347号の詳細な内容につきまし

ては、以下のリンクより 5月 3日発行の「PwC Tax 

insight (No.12 / 2019) 2019年度のタイ国経済を促進

するための税務措置の承認」を参照ください。 

https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-
insights/2019/tax/jp/2019-pwc-Tax-insight12-
jp..pdf 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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At PwC Thailand, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 157 countries with more than 223,000 

people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at 

www.pwc.com/th. 
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